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１．今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申のポイント）
－教員に対する揺るぎない信頼を確立するための総合的な改革の推進－

◎教職課程の質的水準の向上
（上記と同じ。）

◎教職大学院の設置
（上記と同じ。）

◎採用選考の改善・充実

・人物評価の一層の充実
・教職課程の履修状況の適切な評価
・採用スケジュール全体の早期化
・受験年齢制限の緩和・撤廃、民間企業
経験者や退職教員の活用等、多様な
人材の登用促進 等

【養成段階】

教員のライフステ－ジ 【採用段階】 【現職段階】

◎現職研修の改善・充実
・１０年経験者研修の内容等の見直し

◎人事管理の改善・充実
・条件附採用制度の厳格な運用や、指導力不足教員に対
する人事管理システムによる分限制度の厳格な適用を一
層推進

◎教員評価の推進
・一人一人の教員の能力や業績を適正に評価し、その結
果を処遇に適切に反映

現在、教員に最も求められていることは、広く国民や社会から尊敬と信頼を得られる存在となること。養成、採用、研修等の改革を総合的に進める必要があるが、
とりわけ教員養成・免許制度の改革は、他の改革の出発点に位置付けられるものであり、重要。

改革の方向

①大学の教職課程を、教員として必要な資質能力を確実に身に付けさせるものに改革する。
②教員免許状を、教職生活の全体を通じて、教員として必要な資質能力を
確実に保証するものに改革する。

改革の具体的方策

１：教職課程の質的水準の向上 ２：教職大学院制度の創設 ３：教員免許更新制の導入 ４：その他

◆趣旨
免許状に有効期限を付し、免許状の取得後も、そ

の時々で求められる教員として必要な資質能力が保
持されるよう、定期的に必要な刷新（リニューアル）を
図るための制度として、更新制を導入

◆免許状の有効期限 １０年間

◆上進制度

勤務実績を適切
に評価する方向で
改善

◆取上げ事由
の強化

分限免職処分を
受けた者の免許
状の取上げを可
能とする方向で強
化

改革の重要性

・「教職指導」の実施を法令上、明確化
教職課程全体を通じて、学生に対するきめ細か

い指導、助言、援助を充実

◆教職課程に係る事後評価機能や認定審査の充実

是正勧告や認定取消を可能とする仕組みの整備

・「教職実践演習（仮称）」の新設・必修化（２単位）
「使命感や責任感、教育的愛情等を持って、

教科指導、生徒指導等を実践できる資質能
力」を最終的に形成し、確認

◆更新の要件を満たさなかった場合、免許状は失効
（但し、同様の講習の受講により再授与の申請は可能）

◆更新要件
有効期限内に免許更新講習を受講・修了すること
（直近２年間で３０時間）
（講習は、使命感や責任感等をもって指導を実践でき
る力、その時々で必要な資質能力に刷新（リニューア
ル）する内容）

◆現職教員にも更新制を適用
免許状に有効期限は付さないが、１０年ごとに同様の

講習の受講を義務付け、修了しない場合は免許状は失効

◆名称 教職大学院

◆修業年限 標準２年

◆修了要件
２年以上在学し、４５単位以上修得（１０単位以
上は学校における実習）

◆教育課程・方法

・体系的に開設すべき授業科目の領域（５領域）
を定め、すべての領域にわたり授業科目を開設

・事例研究、フィールドワーク等

◆教員組織 実務家教員４割以上

◆目的・機能

・実践的な指導力を備えた新人教員の養成

・現職教員を対象に、スクールリーダー（中核的・

－学部段階で責任を持って教員として必要な資質能力
を確実に身に付けさせるための改革－

－より高度な専門性を備えた力量ある教員を養成し､教職
課程改善のモデルとなる「教職大学院」制度の創設－

－養成段階を修了した後も、教員として
必要な資質能力を確実に保証する－

指導的な役割を担う教員）の養成

◆大学における組織的指導体制の整備

・各大学の「教員養成カリキュラム委員会」の機能
の充実・強化

・教育実習における大学の責任ある対応を法令上、
明確化
大学の教員と実習校の教員が連携して指導
能力、適性等に問題のある学生は実習に出さない
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教員養成カリキュラム委員会の機能の充実・強化
⇒教職課程全体の企画・立案・実施、教職指導の充実、系統的な履修履歴の把握等

教
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２．教職実践演習（仮称）のイメージ
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教科に関する科目

教職に関する科目

インターンシップ、体験活動、
子どもとの触れ合いの機会 等

教職課程外での活動

（学生の資質能力の向上）

大学における組織的な指導体制
－教職課程を支える基盤整備－
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◇ 教職実践演習（仮称）の具体的展開例

（具体的な授業例）

○模擬授業の実施を通じて、教員としての
表現力や授業力、子どもの反応を活かし
た授業づくり、皆で協力して取り組む姿

勢を育む指導法等を身に付けて
いるか確認する。

教科等の専門知識

教科等の指導方法
授業を行う上での
基本的な表現力
（板書、話し方等）

子どもを一
つの集団と
してまとめて
いく手法

子どもの発達
や心身の状況、
学習の定着状
況の理解

学校現場
の視点

教職に関する科目の
担当教員

教職経験者

教職実践演習（仮称）

○役割演技や事例研究等を通じて、教員
組織における自己の役割や、校務運営の
重要性、保護者や地域との連携・協力の
重要性等を理解しているか確認する。

教科に関する科目の
担当教員

教員の使命や、子どもへの責任の理解

社会人としての
基本（挨拶、言
葉遣い、保護者
への対応等）

（注）上記で示した資質能力については、学校種や個々の学生の履修状況等に応じて、
特定の項目により重点を置いて授業を実施するなどの工夫が求められる。

課程認定大学の知見を総合的に
結集して授業を実施
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３．教 職 大 学 院 制 度 の 創 設

１．教職大学院の位置付け

（１）開放制との関係
引き続き「開放制」の原則の下、教員としての基礎・基本は学部段階で育成すること

を前提としつつ、大学院段階の教員養成・再教育の充実を図るために導入。
（２）「教職大学院」の制度化

教職課程改善の一つのモデルとして、一般の専門職大学院制度の中で、法科大学院と
同様に、一定の枠組みを有する特別の専門職大学院として、教員養成に関する専門職大
学院（教職大学院）制度を創設。

２．教職大学院の主な目的・機能
① 学部段階での教員としての基礎的・基本的な資質能力を修得した学生の中から、さら

に実践的指導力を備えた、新しい学校づくりの有力な一員となり得る新人教員の養成。
（一種免許状未取得の学生は、専門職大学院在学中に学部の教職科目の履修と併行で
履修（大学の判断で合わせて３年の長期在学コースも可能。））

② 現職教員を対象に、将来、地域における指導的教員・学校管理者となる上で不可欠な
確かな指導理論と実践力・応用力を備えた、スクールリーダーの養成。

※ これ以外の教育分野の専門職大学院については、各大学の自主的な検討により、一般
の専門職大学院として設置されることも含め、先導的・意欲的な取組の推進を期待。

３．教職大学院の具体的な仕組み
具体的な仕組みについて、専門職大学院設置基準に教職大学院固有の名称や特例を定める。

① 修業年限：
○標準２年
○現職教員に配慮した短期履修コース(１年)､長期在学コース(３年)も開設可。

② 修了要件：
○２年以上在学し、４５単位以上修得。
○１０単位以上は、連携学校などにおける実習を義務化。
○現職経験をもって一定程度まで実習とみなす（→現職教員は事実上１年での修了
が可能）。

③ 教育課程・方法：
○確かな｢授業力｣と豊かな｢人間力｣の育成を目指したカリキュラムを編成。
○事例研究、フィールドワーク等を積極的に導入した「理論と実践の融合」。
○各大学に共通するカリキュラムの枠組・基本的要素を設置基準上明確化。

④ 教員組織：
○専門分野に関し高度の指導能力のある専任教員を一定程度置く（最低11人以上）。
○高度な実務能力を備えた指導スタッフ（実務家教員）の義務付け（必要専任教員

の４割以上）。
⑤ 連携協力校：

○｢現場重視｣の教員養成のため、市中の学校から連携協力校の設定を義務付け。
⑥ 学 位：

○米国の「M.Ed」に対応する｢教職修士(専門職)｣等を授与（制度的に明確化）。
⑦ 教員免許状：

○現行の専修免許状を授与。
⑧ 認証評価：

○大学、学校、教育委員会等関係者で構成する全国的な認証評価機関を創設し、
不断の改善システムを構築。

⑨ その他：
○給与、採用選考等の処遇については、修了者の実績等を勘案しつつ、各任命権者

において検討。
○各大学の主体的な設置構想が前提。特に国立大学は他の大学のモデルとなり得る

計画を有する大学から整備。 - 189 -



４．教員免許更新制の導入について
＜現行制度＞ ＜改革案＞

免許状の授与 免許状の授与

免許状に新たに有効期限を付す
一律１０年間

免許状の更新（１回目）

免許状の更新（２回目）

授与の要件

① 学士の学位等
② 教職課程の履修

有効期限

終身有効

【趣旨】
教職生活の全体を通じて、その時々で求められる教員として必要な資質
能力が保持されるよう、定期的に必要な刷新（リニューアル）を図る制度と
して、更新制を導入

【具体的な制度設計】
（１）更新要件
有効期限内に免許更新講習を受講・修了すること（直近２年間で３０時間）

（２）講習の開設主体
大学や、大学と連携協力して教育委員会等が開設する講習を国が認定

（講習内容、方法、修了目標等について国が認定基準を策定）

（３）講習内容
・ 使命感や責任感等をもって指導を実践できる力、その時々で必要な資

質能力に刷新（リニューアル）する内容
・ 具体的には、学校種や教科種に関わらず、教員として共通に求められ

る内容（例えば、教職の今日的役割、学級経営、生徒指導、教育課程の
動向と指導の在り方等）を中心に構成

（４）講習の実施形態
講義のみでなく、事例研究や指導案の作成、模擬授業等を実施

（５）修了の認定
講習実施主体が、あらかじめ修了目標を定め、教員としての資質能力を
適切に確認して、修了を認定する。更新の要件を満たさなかった場合に
は、免許状は失効するが、同様の講習を受講・修了すれば、再授与の申
請は可能

教員としての資質能力の全
体を確認できていない

（６）現職教員にも更新制を適用
免許状に有効期限は付さないが、１０年ごとに免許更新講習と同様の
講習の受講を法的に義務付け、当該講習を修了しない場合は、免許状
が失効（制度導入後、一定期間内に初回の講習を指定して、計画的に
移行）
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５ 「今後の教員養成・免許制度の在り方について」答申の概要．

Ⅰ．教員養成・免許制度の改革の基本的な考え方

１．これからの社会と教員に求められる資質能力（略）

２．教員をめぐる現状（略）

３．教員養成・免許制度の改革の重要性
○ 現在、教員に最も求められていることは、広く国民や社会から尊敬と信頼を
得られる存在となること。このためには、養成、採用、現職研修等の改革を総
合的に進めることが必要であるが、とりわけ教員養成・免許制度の改革は、他
の改革の出発点に位置付けられるものであり、重要。

４．教員養成・免許制度の現状と課題
、① 教員養成に対する明確な理念の追求・確立がなされていない大学があるなど

学生に身に付けさせるべき資質能力についての理解が十分でないこと。

② 教職課程が専門職業人たる教員の養成を目的とするという認識が、大学教員
の間に共有されていないため、教職課程の組織編成やカリキュラム編成が、十
分整備されていないこと。

③ 学校現場が抱える課題に十分対応した授業ではない、指導方法が講義中心、
教職経験者が授業に当たっている例も少ないなど、実践的指導力の育成が十分
でないこと。特に修士課程に、これらの課題が見られること。

５．教員養成・免許制度の改革の方向
○ 「大学における教員養成」及び「開放制の教員養成」の原則を尊重しつつ、

現在を我が国の教員養成の大きな転換期と捉え、以下の方向で改革を推進。
① 大学の教職課程を、教員として最小限必要な資質能力を確実に身に付けさ

せるものに改革する。

② 教員免許状を、教職生活の全体を通じて、教員として最小限必要な資質能
力を確実に保証するものに改革する。

Ⅱ．教員養成・免許制度の改革の具体的方策

序 教員に対する揺るぎない信頼を確立するための総合的な改革の推進（略）

１．教職課程の質的水準の向上
（１）基本的な考え方

○ 学部段階の教職課程が、教員として必要な資質能力を確実に身に付けさせる
ものとなるために、大学自身の教職課程の改善・充実に向けた主体的な取組が
重要。

○ 今後は、課程認定大学のすべての教員が教員養成に携わっているという自覚
を持ち、各大学の教員養成に対する理念等に基づき指導を行うことにより、大
学全体としての組織的な指導体制を整備することが重要。

（２ 「教職実践演習（仮称 」の新設・必修化） ）
○ 今後、教職課程の履修を通じて、教員として最小限必要な資質能力の全体に

ついて、確実に身に付けさせるとともに、その資質能力の全体を明示的に確認
するため、教職課程の中に、新たな必修科目（ 教職実践演習（仮称 ）を設「 ）」
定することが適当。

○ 当該科目には、教員として求められる事項（①使命感や責任感、教育的愛情
等に関する事項 ②社会性や対人関係能力に関する事項 ③幼児児童生徒理解に
や学級経営に関する事項 ④教科・保育内容等の指導力に関する事項）を含める
ことが適当。



- 192 -

○ 役割演技（ロールプレーイング）やグループ討議、事例研究、模擬授業等に
より実施することや、教科に関する科目と教職に関する科目の担当教員が、共
同して実施に責任を持つこと、学生の状況等に応じて、個別に補完的な指導を

、 、 、行うこと 全ての科目を履修済み あるいは履修見込みの時期に設定するなど
履修方法等を工夫。

○ 最低修得単位数は２単位程度が適当。科目区分は、現行の科目区分とは異な
る新たな区分（ 教職総合実践に関する科目（仮称 ）を設けることが適当。「 ）」

（３）教育実習の改善・充実
○ 大学は、教育実習の全般にわたり、学校や教育委員会と連携して、責任を持

って指導に当たることが重要。

○ 実習内容については、個々の学生の履修履歴等に応じて、内容の重点化も考
慮。その場合でも、十分な授業実習の機会の確保に努めることが必要。

○ 大学の教員と実習校の教員が連携して指導に当たる機会を積極的に取り入れ
ること、また、実習校においては、複数の教員が協力して指導に当たることが
必要。

○ 大学は、教育実習の円滑な実施に努めることを、法令上明確にすることが必
要。教育実習の履修に際して満たすべき到達目標をより明確に示すとともに、
事前に学生の能力や適性、意欲等を適切に確認することが必要。教育実習に出
さないという対応や、実習の中止も含め、適切な対応に努めることが必要。

○ いわゆる母校実習については、できるだけ避ける方向で、見直しを行うこと
が適当。

○ 各都道府県ごとに、教育実習連絡協議会を設置し、実習内容等について共通
理解を図るとともに、実習生を円滑に受け入れていく具体的な仕組みについて
検討。

（４ 「教職指導」の充実）
○ 学生が主体的に教員として必要な資質能力を統合・形成していくことができ

るよう、今後は、どの大学においても、教職指導の充実に努めることが必要。
法令上も、教職指導の実施を明確化。

○ 学生が教職課程の履修を円滑に行うことができるよう、入学時のガイダンス
を工夫するとともに、履修期間中のアドバイス機能を充実することが必要。

○ 同学年や異学年の学生による集団学習の機会を充実するとともに、インター
ンシップや、子どもとの触れ合いの機会、現職教員との意見交換の機会等を積
極的に提供することが必要。

（５）教員養成カリキュラム委員会の機能の充実・強化
、○ 教職課程の運営や教職指導を全学的に責任を持って行う体制を構築するため

教員養成カリキュラム委員会（平成９年の教養審第一次答申等で提言）の機能
の充実・強化を図ることが必要。

○ 学校現場や社会のニーズを取り入れた教職課程の改善を不断に行っていくシ
ステムを構築することが必要。

（６）教職課程に係る事後評価機能や認定審査の充実
○ 大学の教職課程について、専門的な見地から事後評価を行い、問題が認めら
れた場合には、是正勧告や認定取り消し等を可能とするような仕組みを整備す
ることが必要。

○ 引き続き、各大学の自己点検・評価や学外者による検証を促進することが必
要。

○ 教職課程の認定に係る審査の充実を図るとともに、実地視察の一層の充実や
課程認定委員会の体制整備を図ることが必要。
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２ 「教職大学院」制度の創設．
（１ 「教職大学院」制度の創設の基本的な考え方）

① 「教職大学院」制度の必要性及び意義
○ 様々な専門的職種や領域において、大学院段階で養成されるより高度な専門

的職業能力を備えた人材が求められていることを踏まえ、教員養成の分野につ
いても、専門職大学院制度を活用した教員養成教育の改善・充実を図るため、
教員養成に特化した専門職大学院としての枠組み（ 教職大学院」制度）を創「
設することが必要。

○ 力量ある教員の養成のためのモデルを制度的に提示することにより、学部段
階をはじめとする教員養成に対してより効果的な教員養成のための取組を促す
ことを期待。

② 主な目的・機能
○ 教職大学院は当面、次の２つの目的・機能とする。

ⅰ）学部段階での資質能力を修得した者の中から、さらにより実践的な指導力
・展開力を備え、新しい学校づくりの有力な一員となり得る新人教員の養成

ⅱ）現職教員を対象に、地域や学校における指導的役割を果たし得る教員等と
して不可欠な確かな指導理論と優れた実践力・応用力を備えたスクールリー
ダー（中核的中堅教員）の養成

○ これ以外の幅広く教員の資質能力の向上に関連する目的・機能については、
各大学の主体的な検討により、一般の専門職大学院としての設置も含め、先導
的・意欲的な取組を期待。

（２）制度設計の基本方針（略）

（３）具体的な制度設計（主として設置基準に関連する事項について）
① 課程の目的

○ 「専ら教員の養成又は研修のための教育を行うことを目的とする」などの共
通的な目的規定を整理することが適当。

② 標準修業年限
○ 一般の専門職大学院と同様、２年とすることが適当。

③ 修了要件
○ 必要修得単位数は、４５単位以上とすることが適当。そのうち１０単位以上

、 、 、は学校における実習によることとし １０単位の範囲内で 大学の判断により
教職経験をもって当該実習とみなすことができるようにすることが適当。

④ 入学者選抜
、 （ ）○ 各教職大学院の責任において 入学者受入方針 アドミッション・ポリシー

を明確にし、将来の中核的・指導的な教員に相応しい資質能力を適確に判断し
得るような工夫等を行うことが重要。

⑤ 教育課程
○ 理論と実践の融合を強く意識した体系的な教育課程を編成すべきことを明確

にすることが必要。

○ 具体的には、ⅰ）教育課程の編成・実施に関する領域、ⅱ）教科等の実践的
な指導方法に関する領域、ⅲ）生徒指導、教育相談に関する領域、ⅳ）学級経
営、学校経営に関する領域、ⅴ）学校教育と教育の在り方に関する領域のすべ
ての領域にわたり授業科目を開設することが適当。

⑥ 教育方法・授業形態
○ 少人数で密度の濃い授業を基本としつつ、理論と実践との融合を強く意識し

た事例研究、模擬授業、授業観察・分析等の教育方法を積極的に開発・導入す
ることが必要。

○ 授業形態として、単なる講義にとどまらず、ワークショップ、事例研究、フ
ィールドワーク等の新しい教育方法を中心としたものとして展開されることが
必要。
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⑦ 履修形態
○ 現職教員が職務に従事しながら履修できるよう、昼夜開講制、夜間大学院な

ど、弾力的な履修形態を可能とすることが適当。

⑧ 教員免許状を保有しないで入学する学生の扱い
○ 教職大学院在学中に所定履修単位のほか、一種免許状の取得に必要な所要単

位を修得することが必要。学部での開設科目の履修のほか、教職特別課程（教
職に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年とす
る課程）での履修も可能。

⑨ 教員組織
○ 最低限必要な専任教員数は１１人とするとともに、うち実務家教員の比率は
おおむね４割以上とすることが適当。実務家教員の範囲は、学校教育関係者・

、 、経験者を中心に想定されるが 医療機関や福祉施設など教育隣接分野の関係者
民間企業関係者など、幅広く考えられる。

○ 実務家教員の要件は、一定の勤務経験を有することにより優れた教育実践を
有する者であるとともに、高度の教育上の指導能力を有すると認められる者と
することが必要。

⑩ 連携学校等
○ 附属学校の積極的活用は当然の前提としつつ、附属学校以外の一般校の中か

ら、連携協力校を設定することを義務付けることが適当。

⑪ 大学院の形態
。○ 連合大学院制度や連携大学院制度などの仕組みを活用することが考えられる

また、従来とは異なる新しい教育方法が中心に展開されることから、いわゆる
通信制の課程は想定されない。

⑫ 学位の種類
○ 「教職修士（専門職）」等の専門職学位を学位規則において定めることが適当。

⑬ 認証評価等
○ 中核的・指導的な教員の養成・研修の場としての水準の維持・向上を図るた

、 。 、 、め 大学としての自己点検・評価や認証評価が重要 大学関係者 学校関係者
地方教育行政担当者等による認証評価機関を創設し、不断の改善を促すシステ
ムを構築。

（４）その他（設置基準以外の関連事項等について）
○ 教職大学院の整備に当たっては、各大学の主体的な設置構想の検討が前提と

なるが、国立大学については、特に優れた実績を有し、意欲的で、真に他大学
のモデルとなる設置構想と計画を実現し得る大学から整備を行うことが必要。

○ 修了者に授与する教員免許状の種類については、現行の専修免許状とするこ
とが適当。

○ 任命権者の判断により、初任者研修の全部又は一部を免除することができる
こととすることが適当。

○ 修了者の給与面の処遇については、修了者の実績等を勘案しつつ、各任命権
において検討。新人教員の採用についても、都道府県教育委員会等の責任で適
切に検討することを期待。

３．教員免許更新制の導入
（１）導入の基本的な考え方

① 導入の必要性及び意義
○ 教員として必要な資質能力は、本来的に、時代の進展に応じて更新が図られ

るべき性格を有しており、教員免許制度を恒常的に変化する教員として必要な
資質能力を担保する制度として、再構築することが必要。

○ 教員免許状に一定の有効期限を付し、その時々で求められる教員として必要
な資質能力が保持されるよう、必要な刷新（リニューアル）を行うことが必要
であり、このため、教員免許更新制の導入が必要。
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○ 更新制導入の意義としては、すべての教員が必要な資質能力を確実に修得す
、 。 、 。ることで 公教育の改善・充実と信頼の確立 また 専門性向上の促進も期待

② 更新制の基本的性格
○ 更新制は、いわゆる不適格教員の排除を直接の目的とするものではなく、教

、 、 、員が 更新後の１０年間を保証された状態で 自信と誇りを持って教壇に立ち
社会の尊敬と信頼を得ていくという前向きな制度。

○ 免許更新講習の受講により、教員としての専門性の向上も期待。また、講習
を修了できない者は、免許状は失効するため、問題のある者は教壇に立つこと
がないようにするという効果。

○ 更新制を導入し、専門性の向上や適格性の確保に関わる他の教員政策と一体
的に推進することは、教員全体の資質能力の向上に寄与するとともに、教員に
対する信頼を確立する上で、大きな意義。

（２）具体的な制度設計
① 基本的な考え方

○ 更新の要件は、必要最小限のものとし、客観性を担保するとともに、更新の
ための負担も合理的な範囲内のものとすることが必要。

② 教員免許状の有効期限
○ 一律に１０年間とすることが適当。

③ 更新の要件と免許更新の実施主体
○ 教員免許状の有効期限内に、免許更新講習を受講し、修了の認定を受けるこ

ととすることが適当。免許の更新は、免許管理者である都道府県教育委員会が
行うこととすることが適当。

④ 免許更新講習の在り方
ⅰ）講習の開設主体と国による認定

○ 課程認定大学のほか、大学の関与や大学との連携協力のもとに都道府県教育
委員会等も開設可能とする。一定水準が維持されるよう、あらかじめ国が認定

、 。基準を定めて認定するとともに 認定後も定期的にチェックを行うことが必要

ⅱ）講習内容と修了の認定
○ 講習内容については、

・教職実践演習（仮称）に含めることが必要な事項と同様の内容を含むもので
あること

・その時々で求められる教員として必要な資質能力に確実に刷新（リニューア
ル）する内容を含むものであること

が必要。また、学校種や教科種に関わらず、およそ教員として共通に求められ
る内容を中心とすることが適当。

○ 修了の認定は、あらかじめ修了目標を定め、受講者の資質能力を適切に判定
した上で、修了の可否を決定することが適当。

ⅲ）受講時期と講習時間
○ 有効期限の満了前の直近２年間程度の間に、最低３０時間程度、受講するこ

とが適当。

ⅳ）講習の受講の免除等
○ 教員としての研修実績や勤務実績等が講習に代替しうるものと評価できる場

合には、受講の一部又は全部の免除を可能とすることが適当。

⑤ 教員免許状の失効と再授与の在り方
、 、 。 、○ 更新の要件を満たさない場合 教員免許状は更新されず 失効する ただし

免許更新講習と同様の講習（回復講習）を受講・修了すれば、再授与の申請を
可能とすることが適当。

⑥ 教員免許状の種類ごとの更新制の取扱い
○ 更新制は、すべての普通免許状に、同等に適用することが適当。
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⑦ 複数の教員免許状を有する者の取扱い
○ 複数免許状の保有者については、原則として、一の免許状について更新の要

件を満たせば、他の免許状の更新も可能とすることが適当。

⑧ 教員となる者及びペーパーティーチャーの取扱い
○ 更新制は、制度導入後に教員となる者を主たる対象者として想定した制度。

ペーパーティーチャーは、免許状の再取得が必要となった時点で、回復講習を
受講・修了することが必要。

（３）現職教員を含む現に教員免許状を有する者への適用
① 適用についての基本的な考え方

○ 現に教員免許状を有する者についても、一定期間（１０年間）ごとに免許更
新講習と同様の講習（定期講習）の受講を法的に義務付け、当該講習を修了し
ない場合は、免許状が失効することとすることは、必要性と合理性があり、更
新制の基本的な枠組みを適用することが適当。

② 現職教員及びペーパーティーチャーの取扱い
○ 現職教員は、定期講習を受講・修了しなければ、免許状が失効し、失職とな

ることから、１０年ごとに定期講習を受講・修了することが必要。

○ ペーパーティーチャーは、免許状の再取得が必要となった時点で、回復講習
を受講・修了することが必要。

（４）更新制等の円滑な実施のために
○ 現職教員が計画的に定期講習を受講できるよう諸準備を進めるとともに 「免、

許管理システム」の整備を速やかに行うことが必要。

４．教員養成・免許制度に関するその他の改善方策
○ 小学校の教員養成について、教員養成を主たる目的とする学科等以外の学科
等においても、可能とすること等について、検討。

○ 我が国の教員養成システムを、将来的に大学院修士レベルまで含めた養成へ
とシフトしていくことについては、今後の課題として、検討。

○ 上進制度について、免許法別表第三の「良好な成績で勤務」の評価がより適
切に行われるよう、適切な運用に努めることが必要。

○ 二種免許状を保有する教員に係るいわゆる１２年指定制度については、今後
は、幼稚園の教員も対象とすることが適当。

○ 二種免許状については、当面は存続させることが適当。ただし、一種免許状
の早期取得が強く求められている近年の状況等も踏まえ、引き続き検討課題と
することが適当。

○ 分限免職処分を受けた者について、明らかに教員としての資質能力に問題が
ある場合には、免許状の取上げを可能とすることが適当。

５．採用、研修及び人事管理等の改善・充実
○ 中長期的な視点から退職者数の推移等を分析・把握して、計画的な採用・人

。 、 、事を行うことが重要 採用スケジュールの早期化 受験年齢制限の緩和・撤廃
、 。社会人経験者の登用促進等 多様な人材登用のための一層の改善・工夫が必要

○ １０年経験者研修は、法定研修として引き続き存続させるものの、更なる指
導力の向上や、得意分野づくりに重点を置いた研修としての性格を明確にする
とともに、実施時期や研修内容を柔軟化の方向で見直すことが必要。

○ 問題のある教員が教壇に立つことのないよう、引き続き、条件附採用期間制
度の厳格な運用や、指導力不足教員に対する人事管理システムの活用による分
限制度の厳格な適用等に努める。

○ 新しい教員評価システムの構築を一層推進するとともに、評価の結果を任用
や給与上の措置などの処遇に適切に反映することが重要。

６．教員に対する信頼の確立に向けて（略）
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